
1か月あたり

介護職員特定

処遇改善加算

介護職員等ベース

アップ等支援加算

科学的介護

推進体制加算

18円 18円 円 円

18円 18円 円 円

19円 19円 円 円

20円 20円 円 円

20円 20円 円 円

20円 20円 円 円

◇その他費用

〈サービス提供体制強化加算Ⅲ（6単位）・医療連携加算Ⅰ(39円)・介護職員処遇改善加算Ⅰ(ご利用合計金額の11.1%) 　

　介護職員特定処遇改善加算Ⅱ（ご利用合計金額の2.3%）・科学的介護推進体制加算　(40円)…厚生労働省のデータベースに指定された情報を提出〉

〈上記以外の加算〉　該当のサービス利用をされた場合に適用となります

〈初期加算（30単位）…入居日から３０日以内は、1日につき30円が加算されます。〉

〈看取りケア加算（72単位・144単位・680単位・1，280単位）…ご利用者様の重度化に伴い、ご利用者様やご家族様の要望に沿って看取りに対応した場合に加算されます。〉

〈若年性認知症利用者受入加算(120単位)…若年性認知症の方の入居の場合、1日につき120円が加算されます。〉

〈認知症専門ケア加算Ⅰ（3単位）…日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の対象者に対し、専門的な認知症ケアを行った場合、

1日につき3円が加算されます。〉

〈入退院時支援加算（246単位）…入院後3か月以内に退院が見込まれ、退院時円滑に再入居できる体制を確保した場合、1日につき246円が加算されます。〉

重要事項説明書に記載してある＜7、サービス及び利用料等に係る別紙参照＞について説明を受け、その内容について同意致します。

　説明日：令和　　年　　月　　日　　　説明者：　　　　　　　　　　同意者名　　　　　　　　　　　　　　印　

〈口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)（20単位）…6か月ごとに口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い利用者の栄養状態に係る当該情報を担当する介護支援専門員に提供している場合、1回につき20円が加算されます。〉

〈生活機能向上連携加算（200単位）…医師等が身体状況等の評価を共同して行い、計画作成担当者が生活機能向上を目的とした介護計画を作成した場合、1月につき200円が加算されます。〉

〈退居時相談援助加算（400単位）…グループホームを退居されるご利用者様が、自宅や地域での生活を継続できるように相談援助を行った場合に、1回に限り400円が加算されます。〉

・介護職員等ベースアップ等支援加算（ご利用合計金額の2.3%）

各介護用品・オムツ・パット各種 実費（自己負担）

理容代（1回当たり） 実費（自己負担）

〈上記料金表に算定されている加算〉

〈口腔衛生管理体制加算（30単位）…歯科医師または歯科衛生士により介護職員が口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月 1回以上受けている場合、1日につき30円が加算されます。〉

病院診察代・薬代 実費（自己負担） 追加されます 追加されます

3,632 108,960

上記金額に 上記金額に

1,300円

夏季・冬季料金が 夏季・冬季料金が

3,591 107,730

要介護４ 827円 97円 3,609 108,270

6円 39円

88円

⇒
105,660

+
要介護２ 787円 92円 3,562 106,860

300円

夏季（７,８,９月）

冬季（12,1,2月）

料金として1日70円

を追加

1,000円

3,517 105,510

40円

要介護１ 752円 89円
⇒

3,522

要支援２ 748円

要介護３ 811円

30日／1か月あたり

介護費 体制強化加算Ⅲ医療連携加算Ⅰ

95円

要介護５

介護職員処遇

改善加算
居室費

844円 　99円　

水道光熱費 食材費 料金合計額 料金合計額

〈重要事項説明書別紙〉　　　　　　みのり福祉会　北栄みのりグループホーム　入居料金表　　（1割負担分）

◇入居費用

要介護認定
1日につき 1日あたり


